横浜ボーイズ父母会規約

第１条【名称】
本会は、横浜ボーイズ父母会（以下、父母会という）と称する。
第２条【目的】
本会は、横浜ボーイズ（以下、チームという）の発展に協力し、これを支援し、父母の親交に努め、指導者（以下、スタッフという）と相互親睦を図り、チームの練習や試合の応援並びに合宿などの支援を目的とする。
第３条【会員の構成】
（1）　本会の会員はチーム部員の父母にて構成し、入部とともに会員となる。
（2）　会員の言動が父母会の目的に反した場合、代表はチーム代表と相談した上で会員を除名することができる。但し、部員はその限りではない。　
（3）　部員が退部した場合、会員はその資格を喪失する。
第４条【所在地】
本会の所在地は、父母会代表宅に置く。
第５条【事業】
本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
（1） チームの目的達成のための事業に対し協力を惜しまない。
（2） スタッフから協力要請があった事柄への支援。
（3）　選手の移動に関しては、原則として父母会の協力で運営する。
　　　（チームより要請があれば自動車の提供・運転を協力すること）
（5）　チームを批判する言動は絶対にとらない。
（6）　チーム及び父母会の和を乱す行為は絶対にしない。
（7）　父母会での決め事はチームの承認があって初めて成立する。
　　　（父母会だけの判断では決め事は作れない）
（8）　チーム・父母会への答申については各学年副代表に連絡し、副代表は代表を通じてチームに連絡する。
第６条【役員】
本会に次の役員を置く。但し、代表が必要と認めるときは、複数配置することができるものとし、会計と会計監査は、他の役員を兼ねることができない。
（1） 代表
（2） 副代表（各学年1名～）
（3） チーム会計
（4） 会計監査
第７条【役員の任務】
（1） 代表は、本会を代表し、会務を総括する。第19条父母会係員の任命権を保持し指揮命令することができる。また、チームのスタッフ会議に出席する。
（2） 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があった時はその職務を代行する。担当学年の総括を代表より委任される。また、チームのスタッフ会議に出席する。
（3） 会計は、本会の収入支出を管理する。
（4） 会計監査は、本会の会計処理を監査する。
第８条【役員の選出】
(1) 役員の選任は、９月の本会定期総会においてこれを推薦し総会出席者の過半数の賛成を持って可決する。
(2） 役員に欠員が生じた場合の後任者は、会員より代表が選出する。
第９条【役員任期】
(1） 役員の任期は、毎年定期総会閉会後より翌年定期総会閉会迄の約1年間とする。
但し、重任は妨げない。
(2） 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期問とする。
第１０条【会議等】
(1) 本会の定期総会は、毎年２回５月と９月に代表が招集する。
(2)　本会の定例会は、原則として毎月第2土曜日に開催する。
(3) 本会の臨時総会は会員の過半数の請求があった時、又は代表が必要とした時に代表が招集する。
(4) 役員会議は、役員の過半数の請求があった時、又は代表が必要とした時に開催する。
(5) 総会及び役員会議の議長は、代表がこれにあたる。
(6) 会議の議決は、出席人員の過半数の賛成を必要とする。
第１１条【会費】
会費は、月額２千円とし、原則、毎月の１０日までに所定の口座へ部費と共に振り込むこと
やむを得ない理由により期日までに振り込めない場合は、当該月中に担当へ連絡を入れ約束した
期日までに振込みを完了すること。滞納が2ヶ月続いた場合、代表はスタッフ会議で報告を行う。
第１２条【負担金】
特別に負担金の必要があると役員会議が認めた場合には、これを会員に求めることがある。
第１３条【会費等の返納】
既納の会費及びその他の負担金は、部員が退部した場合、退部した日の属する月までについて徴収する。
第１４条【会計年度】
本会の会計年度は、毎年定期総会閉会後から翌年定期総会閉会までとし、定期総会において会計が会計報告を行い、会計監査が監査内容の報告を行う。
第１５条【委任状の提出】
やむを得ない事情により総会に出席出来ない場合は、委任状の提出をもって、総会への出席及び議事承認を行ったものとすることができる。
第１６条【個人情報の保護】
本会が保有する個人情報については、第２条の目的以外には使用しない。
第17条【規約の改定】
本会の規約を改定するには、役員会議の決議を経て、定期総会または、父母会定例会での参加会員過半数の承認を必要とする。
第18条【会員による係】
本会は第5条を遂行するにために別紙記載の業務分担ごとに会員による係を運営する。


《施行》この規約は、平成19年4月1日より施行する。
《改定》令和3年9月1日
